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学長メッセージ 

～２０２１年度授業等方針について～ 

 

 新型コロナウイルス感染症が発生してから約 1年が経過しようとしている中、現在、感染

は再度拡大傾向に転じており、予断を許さない厳しい状況が続いています。こうした中、本

学においては、学生・教職員の皆さんの協力により、感染防止対策を前提とした対面授業や

課外活動などの段階的な再開が着実に進んでいます。 

 国などから感染リスクの高い場面などが明示され、少しずつですが感染対策の精度も上

がってきています。本学としては、これらを踏まえ、コロナを「正しく恐れ」、「適切な対策

を徹底」した上で、大学としての教育研究等の使命をしっかりと果たしていきたいと考えま

す。 

  

 本日は、２０２１年度の本学の授業等方針について概要をお伝えいたします。 

 次年度の授業に不安を抱える学生の皆さんや、本学の受験をお考えの受験生の皆様、保護

者の皆様方等に、本学の方針やその考え方についてご理解いただきたいと存じます。 

 

 ２０２１年度は「新しい対面授業」を中心に、基本的にキャンパス内で授業やその他諸活

動を行う方針としました。学内での感染防止対策を前提に、キャンパスを中心とした学生生

活を過ごしていただきたいと考えています。 

 「新しい対面授業」とは、学生の皆さんのより能動的で効果的な学びを目的とし、学内で

行う対面授業を、教員からの一方向の知識教授ではなく、「相互の議論、意見交換」等が更

に活性化される方向にシフトしようというものです。４月以降、大学でしか得られない学び

を提供できるよう、準備を進めていきます。 

 また、「新しい対面授業」ではオンライン技術も効果的に活用し、知識教授型の授業は自

宅で好きな時間に受講していただくなど、今年度実施したオンライン授業により得られた

成果を生かし、授業の質や利便性を更に高めていくつもりです。 

 

 また、大学への通学に不安がある学生への配慮も継続します。今後、皆さんのご要望を伺

いますので、その際、遠慮なく申し出てください。 

 

 感染防止対策と、学生の皆さんの充実した学生生活を両立するため、教職員一同しっかり

サポートしてまいります。 

 学生の皆さんにおかれては、国や自治体からの注意喚起や、本学の「感染防止ガイドライ

ン」などを踏まえ、健康管理や感染防止に十分留意してください。 

 

 皆さんとキャンパスでお会いするのを楽しみにしています。 

 

東京都立大学学長 上野 淳 
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東 京 都 立 大 学 
 

２０２１年度 授業等方針について 

～本学学生の皆さん、受験生の皆さんへ～ 
 

１ 授業について 

（１）２０２１年度は、感染防止対策を前提として、可能な限り多くの科目で「新しい対面授 

業」※を実施します。 

 

 

 

 

 

 

・対面による授業実施に当たっては、新型コロナウイルス感染防止対策を念頭に、「教 

室定員の設定」や「教壇の前のアクリル板設置」、「教室前の消毒薬の設置」などの対 

策を実施します。 

  ＜留意事項＞ 

・上記により、授業科目によっては履修者数を制限することがあります。 

・履修者数が大人数となることが見込まれる授業科目で、対面でなくても授業の質が確

保できる場合は、その科目の全ての授業をオンライン（同時双方向型及びオンデマン

ド型）で実施する場合があります。 

   ・専門教育科目については、上記を原則としながら、分野特性や、教室・設備の状況、

講義・演習・実験・実習など授業形態の特性等に応じ、各学部・学科、研究科の方針

の下、授業を実施していきます。 

（２）オンライン授業は、できる限り自宅で受講してください。 

   ・学内のネットワーク環境の改善に取り組んでいますが、大学全体の安定的な運用の 

    ためには、学生の皆さんの協力が不可欠です。 

   ・大学での対面授業を受講しつつ、自宅でオンライン授業を受講しやすくするため、一

部の全学共通科目や専門科目の時間割を変更する場合があります。 

   ・自宅内に、オンライン授業に必要なカメラとマイクの付いたインターネットに接続可 

能な PC と、Wi-Fiルーターなどの通信環境の準備をお願いします。準備いただくこ 

とが難しい場合、大学にご相談ください。（次年度にご相談を受け付けます。） 

（３）基礎疾患のある方や同居のご家族に高齢の方がいるなど、感染に不安を持つ学生の 

皆さんを対象に、オンラインで授業に参加できる環境をできる限り支援します。 

 

２ 課外活動、学内施設の利用等について 

  課外活動の実施や学内施設（図書館、情報処理施設等）の利用等については、学生の皆さ

んの実施・利用を前提に、感染防止対策との両立に向けたルールを検討していきます。 

 

３ その他 

  新型コロナウイルス感染症の状況（緊急事態宣言（大学への休業要請）等の際）により、

上記方針が変更となることがあります。 

※「新しい対面授業」とは 

 大学内での対面授業の効果や魅力をさらに高めていくため、 

・知識を教授する授業の一部では、録画教材（オンデマンド）やその他教材による自宅内での 

自習を効果的に取り入れ、 

 ・「学内での対面授業」においては、教員が学生の質問に回答する、学生同士が議論するなどの時

間を充実させ、「対面授業でしか得られない教育効果」の獲得を目指すものです。 
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